
１．景観計画策定の考え方 

 

(1) 景観計画とは 

  「景観計画」とは、次のような趣旨により法制度化されたもので、地域の特性にあった景観づ

くりを可能にする、様々な特徴を持っています。 

 

 ○景観法に定められる計画です。 

   「景観法」は、国の政策である「美しい国づくり政策大綱」と「観光立国行動計画」がまと

められたことを受けて、平成16年６月に定められた法律です。これまでも、全国各地で主体的

な景観づくりに関わる取り組みが進められてきましたが、「景観法」の制定によって、その行動

が担保されました。 

   「景観計画」は、この「景観法」を根拠とする、景観づくりを進める上での大柱となる基本

的・総合的な計画です。 

 

 ○「景観計画」は「景観行政団体」が作成します。 

この「景観計画」は、「景観行政団体」という景観行政の担い手が作成することになっており、

平成17年12月に景観行政団体となった本市が作成主体となります。 

 

 ○「景観計画」を定めることで、美しい景観づくりが可能となります。 

   現在の本市においては、景観を良いものにしたい、残したいという思いはあっても、市民共

通の目標や具体的な基準がなく、また法律の後ろ盾もないため、土地の利用のしかたや建物の

建て方への配慮を「お願いする」ことしかできません。 

   この「景観計画」は、美しい景観づくりを進める区域を定め、その区域における景観づくり

のビジョン・方針と、これを実現するための土地の利用のしかたや、建物の建て方に対するル

ールを、必要に応じて定めることができることとなっています。 

 

 ○「景観計画」は、地域の特徴に応じて、必要なルールを定めることが可能です。 

   「景観計画」に定めるルールは、歴史的な町なみの残る地域や一般的な住宅地などの地域特

性に応じて、必要となる内容や強さを自由に組み合わせることができます。また、景観に与え

る影響の大きい、大規模な建物や開発のみを対象にルールを定めることも可能となっています。 

   自由度が高いだけに、「どの景観を守るのか」「どこを改善するのか」といった方針を明確化

し、これを実現するために「どんなルールが必要か」を定めることが重要となります。 

 
どこを対象とするか 

・歴史的街区 

・幹線道路沿道 

・里山、田園風景 など 

何を対象とするか 

・建物の形 

・建物の高さ 

・色彩     など 

「どこの」「何を」対象に、「どの程度」のルールとするかを組み合わせる 

どの程度のルールとするか 

・方針レベル   弱 

・指針レベル 

・基準レベル   強 
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(2) 富岡市景観計画の位置づけ 

富岡市景観計画(以下、「景観計画」という。)は、本市のまちづくりの計画である、「富岡市総

合計画」及び「富岡市都市計画マスタープラン」との整合を図りながら、景観の特性や課題を明

らかにし、本市の良好な景観の実現に向けた考え方や、その方向を定めるとともに、実現のため

の方策及び手段を明らかにする「景観部門のマスタープラン」として、市民の意見を反映させな

がら創意工夫のもとで策定するものです。 

景観計画は、本市の良好な景観づくりを進めるための景観的な配慮について、市の他の行政分

野が進める施策・事業や、市民・事業者が行う土地利用や建築行為などに求めるものとなってい

ます。しかしながら、道路の安全性やバリアフリー、河川の治水安全性など、それぞれの施設が

本来持つべき機能は、当然に優先されるものであり、景観計画に定める方針や基準は、これら機

能を備えた上で、建築物や構造物などの個や群が創り出す空間の質の向上を求めるものであるこ

とから、景観づくりにあたっては、他の部門別計画などとの整合や調整のもとで取り組みを進め

るものとします。 

また、科学技術の進歩はめざましく、社会経済の変化とともに市民意識や価値観も多様化して

いることから、これらの動向を踏まえながら必要に応じて、景観計画を見直すこととします。 

 

◇景観計画の位置づけ 

 

富岡市総合計画(基本構想) 

(地方自治法第２条第４項) 

富岡市都市計画マスタープラン 

(都市計画法第18条の２) 

富岡市景観計画 

(景観法第８条第１項) 

部門別計画 

・緑の基本計画 

・環境基本計画 

      など・市民 

・事業者 

公表 

連携による景観まちづくりの実現 

連携

参加 

事業などの実施 

景観条例

位置づけ

規制・誘導 

事業などの実施 
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(3) 景観計画の構成 

  景観計画は、地域の特性にあった景観づくりを可能にする法制度の特徴を活かすため、次に示

す項目によって構成しています。 

 

・「景観資源調査隊」の活動やアンケート調査を通じて整理された、私

たち市民が「富岡らしい景観」として価値を共通のものとすべき資

源をまとめています。 

・景観資源と特性を踏まえた、景観づくりの課題をまとめています。

２．富岡市の景観特性と課題 １．景観計画策定の考え方 

・「景観計画」の概要を示して

います。 

・景観計画の活かし方を示して

います。 

 

 

 

 

 

５．景観づくりの基本方針 

４．景観の目標像 

３．景観計画の区域 

・景観法第８条第２項第１号の規定に基づき、良好な景観づくりを進める区域を定めています。 

・本市において、景観上重要な「富岡製糸場周辺区域」を「特定景観計画区域」として定めています。 

・景観法第８条第２項第２号の規定に基づき、目標とする景観の姿を示すとともに、これを実現するため

の景観づくりのあり方を基本目標として定めています。 

・景観法第16条第７項第11号の規定を踏まえ、届出の対象となる行為を定めています。 

６．届出の対象となる行為に関する事項 

７．行為の制限に関する事項 

・景観法第８条第２項第３号の規定に基づき、良好な景観づくりを実現するために遵守すべき制限の基準

を定めています。(※届出対象となる行為が制限の基準に適合しない場合は、景観法に基づく「勧告」「変

更命令」が措置されることとなります。) 

・上記の届出対象となる行為について、届出の手続きを示しています。

・景観法第８条第２項第２号の規定に基づき、基本目標を踏まえつつ、今ある景観の何を｢守り｣｢直し｣｢育

て｣、新たな魅力として何を｢創る｣のか、その基本的な方向性を定めています。 

・より良好な景観づくりを進めるため、景観法の届出対象とならない小規模な建築物などに対して推奨す

る、景観的な配慮事項を「景観形成指針」として定めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・景観法第８条第２項第５号イの
規定に基づき、景観に対する影
響の大きい屋外広告物の適正
誘導に向けた考え方を示して
います。 

・景観法第８条第２項第５号ハ
の規定に基づき、道路などの
公共施設の整備に対して求
める景観的な配慮を示して
います。 

11．心地よさに包まれたまちに向けて 

９．景観重要建造物及び
景観重要樹木の指定
の方針 

10．景観重要公共施設の
整備に関する事項 

８．屋外広告物の表示及び
設置に関する行為の制
限 

・景観法第８条第２項第４号の
規定に基づき、景観づくりの
上で重要な建造物や樹木を
指定する際の方針を示して
います。 

・景観計画に基づいた景観づくりの進め方や方法、今後の想定プログラムを示しました。 
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(4) 景観計画の使い方 

  景観計画は、良好な景観づくりを進めるための「道しるべ」として、景観づくりの考え方や方

向性を示すとともに、これを実現するための、土地利用や建築の際に配慮すべき具体的な事項ま

で、次の段階的な構成をとっています。 

 

景観の目標像 

景観づくりの基本目標 

○本市が目指す景観の将来の姿、景観づくりの大きな方向

を示すものです。市をあげて、どの様な景観づくりを進

めるのか、みんなで共有していくことが求められます。

 

 

 

 

 

 

景観づくりの基本方針 

○景観づくりの基本目標を達成するため、市民共有の財産

である景観資源について、何を守り、活かし、直し、創

り、育てていくのか、基本的な考え方・方向を示してお

り、守るべき景観資源や阻害要因の改善の方向などを十

分に理解することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観づくりの方針 

○景観づくりの方針を踏まえ、住宅地や工業地など、土地

利用の類型別に、それぞれの特性や課題を踏まえた景観

づくりの考え方や方向をより具体的に示しています。居

住地や事業を営む場所における景観づくりの方向を十

分に理解することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成指針 

○景観づくりの方針に沿った景観づくりを進めるため、よ

り具体的な景観的配慮事項を示しています。 

○基本目標や基本方針、方針を実現するための、いわば「ル

ール」ですが、次の景観形成基準と異なり、罰則はあり

ません。 

○本市が目指す景観の将来の姿、景観づくりの考え方を理

解し、できる限り指針に沿った配慮が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※景観への影響の大きな建築物の建築や特定景観計画区域にお

ける建築物の建築など、景観法に基づく届出対象行為は･･･
 

 

 

 

 

景観形成基準 ○対象となる行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必

要となり、届出をしない場合や景観形成基準に適合しな

い行為を行った場合などは、法に基づく措置が執られる

こととなります。 

○基本目標や基本方針、方針を実現するための、景観法に

基づく「ルール」であり、届出事項を審査するための基

準として定められるものです。 

 

 

 

 

 

 

 5


